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近畿農政局地方参事官室（京都府担当）からのメール情報 第 248 号 

2026.6.10 

 

各  位 

 

近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

 

 時下益々ご清栄のことと存じます。 

 日頃より地域農政の推進に格段のご理解とご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

 農政に関するメール情報を以下のとおり配信いたします。 

 皆様の地域の農業を元気にする取組に、少しでもお役に立てば幸いに存じます。 

 

～～今回お知らせする情報～～ 

 

① 令和 8年度「輸出に取り組む優良事業者表彰」募集中 ～7/31 

② 第 2 回「FOOD SHIFT セレクション」対象産品を募集中 ～7/27 

③ 第 2 回「食と農をつなぐアワード」表彰者募集中 ～7/27 

④ 第 3 回みどり戦略学生チャレンジ近畿大会：応募者を受付中 ～7/31 

⑤ 「食と農をつなぐ朝丼コンテスト 2026」に係るレシピを募集中 ～10/30 

⑥ 令和 8年度「SAVOR JAPAN」認定に向けた取組を募集中 ～7/31 

⑦ 第 11 回食育活動表彰の取組を募集中 ～8/31 

⑧ 最近の各種統計情報の公表について 

⑨ 各種報道発表等   

 

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 

 

① 令和 8 年度「輸出に取り組む優良事業者表彰」募集中 

 

農林水産省では、農林水産物・食品の輸出の発展に向け、「地域ぐるみでの輸出産地の形成」、

「輸出可能品目の拡大」、「新たなジャンル（健康食品、中食）の開発」、「輸出ロットの拡大等に

よる価格競争力の強化」、「新市場の開拓」、「輸入規制の緩和・ 撤廃への働きかけ」などの観点か

ら顕著な実績を挙げている農林水産物生産者、企業、団体及び個人を広く発掘し、その取組内容

を表彰、食品の輸出に関心のある方々に広く周知することにより、新たに輸出にチャレンジする

方々への一助となることを目的として「輸出に取り組む優良事業者表彰」を実施しています。 

令和 8年度は、令和 8年 7 月 31 日（金曜日）まで優良事業者表彰の募集をしています。 

   

応募方法・応募期間・審査基準等は、以下の外部リンク先をご覧ください。 

第 11回輸出に取り組む優良事業者表彰 | 食料システム機構 
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【お問合せ先】 

農林水産省 輸出・国際局輸出支援課輸出産地形成室 

担当者：GFP コミュニティ班 

ダイヤルイン：03-6738-7897 

 

② 第 2 回「FOOD SHIFT セレクション」対象産品を募集中 

 

 農林水産省は「ニッポンフードシフト」事業の一環として、国産農林水産物を積極的に選んで

もらうため、優れた産品を令和 7 年度から募集し、「FOOD SHIF セレクション」としてその魅力を

発信しています。 

 令和 8 年度の募集は、令和 8年 7月 27 日（月曜日）までとなっています。 

 

 応募対象産品は、食料の持続的な供給や国産の農林水産物の積極的な選択に寄与する農林水産

物・加工食品等の産品で、国産素材を主原料とした食品、「○○県産○○使用」や「契約農家が育

てた○○を使用」等を明記した食品などで、以下の（1）から（4）のいずれかに該当するものとな

っています。 

（1）地産地消または国産農林水産物の消費拡大に寄与する農林水産物・加工食品等の産品 

（2）みどりの食料システム戦略の推進に寄与する国産農林水産物・加工食品等の産品 

（3）家庭備蓄の市場拡大に寄与する国産農林水産物・加工食品等の産品 

（4） インバウンド消費拡大に寄与する国産農林水産物・加工食品等の産品 

 

応募方法等の詳細は以下の外部リンク先をご覧ください。 

FOOD SHIFT セレクション | 食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT 
 

【お問合せ先】 

農林水産省 大臣官房政策課食料安全保障室 

       担当者：国民運動グループ 

ダイヤルイン：03-3502-8072 

 

③ 第 2 回「食と農をつなぐアワード」 表彰者募集中 

 

  農林水産省は、「ニッポンフードシフト」事業の一環として、生産者・食品事 

 業者から消費者まで、食料システムに関わる関係者・関係団体間の相互理解と連 

携・協働を促す優良な取組を行う企業・団体・個人を令和 7年度から表彰してい 

ます。 

  令和８年度の募集は、令和 8年 7月 27 日（月曜日）までとなっています。 

応募対象は、次の（1）から（4）までのいずれかに該当する取組を行う企業・ 

 団体・個人です 
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（1）食料の安定供給部門 

   国産消費の拡大（原料の国産化転換や、そうした取組への理解醸成）、国内生 

産・流通基盤の維持、世界の食料需給の安定等の取組 

（2）食品アクセスの確保部門 

物理的アクセスや経済的アクセスの確保等の取組 

（3）持続的食料システムの確立部門 

   農林漁業者との連携強化、流通の合理化、消費者理解醸成、合理的な価格の 

  形成等の取組 

（4）スマート農業技術等の開発・普及部門 

   農業者・産地等によるスマート農業技術及びその効果を高める新たな生産方 

式の開発・普及等の取組 

   応募方法等の詳細は以下の外部リンク先をご覧ください。 

食と農をつなぐアワード 2026 | 食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT 

 

【お問合せ先】 

 農林水産省 大臣官房政策課食料安全保障室 

担当者：国民運動グループ 

ダイヤルイン：03-3502-8072 

 

④ 第 3 回みどり戦略学生チャレンジ近畿大会：応募者を受付中 

 

近畿農政局では、みどり戦略学生チャレンジの地方ブロック大会として、近畿地域（滋賀県、

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）の学生の皆さんを対象に、みどりの食料システム戦

略に基づく取組の成果を募集し、審査・表彰を行っています。 

また、取組の成果の中で特に優れたものを対象に、全国大会として審査・表彰を行います。 

 ただいま、第 3 回の近畿大会の応募者を令和 8年 7月 31 日（金曜日）まで募集しています。 

 応募方法等の詳細は表題のリンク先、全国大会については以下のリンク先をご覧ください。 

 みどり戦略学生チャレンジ：農林水産省 

 

【お問合せ先】 

近畿農政局企画調整室 

ダイヤルイン：075-414-9036 

 

⑤ 「食と農をつなぐ朝丼コンテスト 2026」に係るレシピを募集します 

 

 近畿農政局では、近畿産の農産物を使用した丼ものの朝ごはんレシピを令和７年 10月 30 日（金

曜日）まで募集しています。 

応募条件としては、ほかに高校生以上の学生２名でガスコンロを使用して 30分以内に作れるも

のです。 
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書類審査の上位８チームが令和９年１月 16日（土曜日）に大阪府で開催される実演審査に出場

していただくことになります。 

応募方法等の詳細は、表題のリンク先または以下のリンク先をご覧ください。 

食と農をつなぐ朝丼コンテスト 2026：近畿農政局 

 

【お問合せ先】 

近畿農政局消費・安全部消費生活課 

担当者：食育推進担当 

ダイヤルイン：075-414-9771 

 

⑥ 令和 8 年度「SAVOR JAPAN」認定に向けた取組を募集中 

 農林水産省は、地域の食とそれを生み出す農林水産業を核として訪日外国人の誘致を図る地域

の取組を「SAVOR JAPAN」として認定し、我が国が誇る農山漁村の食の魅力を広く一体的に発信し

ています。 

 令和 8 年度新たに「SAVOR JAPAN」として認定する地域の取組を 7月 31日（金曜日）まで募集。 

 応募方法等の詳細は、表題のリンク先または以下のリンク先をご覧ください。 

 SAVOR JAPAN：農林水産省 
 
【お問合せ先】 
農林水産省新事業・食品産業部外食・食文化課食文化室 
担当者：SAVOR JAPAN 担当 
ダイヤルイン：03-6744-2012 
 

⑦ 第 11 回食育活動表彰の取組を募集中 
 農林水産省は、ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、食品製造・販売等その他の事業活

動を通じて食育を推進する取組を募集します。 
優れた取組は、第 22 回食育推進全国大会で表彰する予定です。 

 今回は次の活動などを募集します。 
（1）生涯を通じた心身の健康を支える食育を推進する活動 
（2）持続可能な食を支える食育を推進する活動 
（3）「新たな日常」やデジタル化に対応した食育を推進する活動 
（4）学校等での食や農に関する学びの充実 
（5）健全な食生活の実践に向けた「大人の食育」の推進 
（6）国民の食卓と生産現場の距離を縮める取組の拡大 
 応募方法等の詳細は表題のリンク先または以下のリンク先をご覧ください。 
 第 11 回 食育活動表彰：農林水産省 

 

【お問合せ先】 

農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課 
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担当者：食育普及グループ 

ダイヤルイン：03-6744-2230 

 

⑧ 最近の各種統計情報の公表について 

 

【年計調査】 

・5 月 29 日 令和 8 年集落営農実態調査結果（令和 8年 2月 1 日現在） 

・5 月 29 日 令和 7 年漁業・養殖業生産統計 

・5 月 29 日 畜産物流通調査 令和 7 年食鳥流通統計調査結果 

・5 月 26 日 令和 7年産みかんの栽培面積、結果樹面積、収穫量及び出荷量、その他かんきつ類

の栽培面積 

・5 月 26 日 令和 7 年産りんごの栽培面積、結果樹面積、収穫量及び出荷量 

※詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください 

 統計情報：農林水産省 

 近畿管内の統計情報については、以下のリンク先をご覧願います。 

 統計情報：近畿農政局 

 

⑨ 各種報道発表等 

・5 月 29 日 令和 8 年 4 月の米穀流通の動向（集荷、販売、民間在庫）：農林水産省 

・5 月 29 日 野菜の生育状況及び価格見通し（令和 8 年 6 月）について：農林水産省 

・5 月 29 日 令和 7 年度 食料・農業・農村白書（令和 8 年 5 月 29 日公表）：農林水産省 

・5 月 20 日 令和 7 年産米の相対取引価格・数量について（令和 8 年 4 月） 

・5 月 20 日 米に関するマンスリーレポート（令和 8 年 5 月号）の公表について 

・5 月 20 日 水田における作付意向について（令和 8 年産 4 月末時点） 
 

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

※当メール情報についてのご意見・ご感想や「こんな情報を送ってほしい」などのご要望がござ

いましたら、以下の地方参事官ホットラインまでお気軽にお寄せください。 

  メール情報の配信停止・配信先変更ご希望の方は、その旨を記載し、このメールに返信願いま

す。 

 

農林水産省近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

 地方参事官ホットライン 

 

〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

電話:075-414-9015      

 メールアドレス：kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp 

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 
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